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阿久比町特殊詐欺防止用電話機器等購入費補助金交付要綱  

 

（目的）  

第１条 この要綱は、迷惑電話による高齢者への被害を未然に防止し、安全で

安心なまちづくりを推進することを目的とし、特殊詐欺防止用電話機器等（以

下「機器」という。）を購入し、及び設置した者に対し、予算の範囲内で交付

する阿久比町特殊詐欺防止用電話機器等購入費補助金（以下「補助金」とい

う。）に関し、阿久比町補助金等交付規則（昭和５３年阿久比町規則第１３号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。 

（1） 迷惑電話 

一般消費者を対象とした違法又は不当な手段を用いる商取引及び特殊詐

欺（対面することなく人を欺き、現金その他の財物をだまし取る行為をい

う。）を目的とする電話をいう。 

（2） 機器 

次のいずれかに該当する機能を有するものをいう。 

ア 固定電話機に取付け、管理サーバーに登録された迷惑電話を発信する

電話番号からの着信を自動で判別し、着信を拒否又は通知する機能を有

するもの 

イ 固定電話機に接続する機器であって、自動で発信者に対し録音を行う

旨の応答をし、録音を行う機能を有するもの 

ウ 固定電話機で自動応答録音装置等を備えた迷惑電話への対策を有する

もの 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、阿久

比町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている当該年度末までに満 

６５歳以上の年齢となる者（以下「高齢者」という。）で、次に掲げる要件の

うち、第１号から第６号までを全て満たし、かつ、第７号又は第８号のいず
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れかに該当する者をいう。  

(1) 町税等を滞納していない者  

(2) 阿久比町暴力団排除条例（平成２３年阿久比町条例第２０号）に規定す

る暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者 

(3) 本人又は同一世帯に属する者が、同一の補助対象経費に対する他の補助

金の交付を受けていない者（他の自治体における機器の購入に係る補助金

の交付を受けていないものを含む。） 

(4) 専ら自己又はその世帯の構成員の使用の用に供するために機器を購入

し、及び設置する者 

（5） 機器を購入及び設置後に生じた迷惑電話による損害について、町が一切

の責任を負わないことについて了承する者 

(6) 前各号までの要件を満たさないことが補助金の交付を受けた後に判明

した場合は、補助金を返還することについて了承する者 

(7) 一人暮らしの者  

(8) 高齢者のみで構成される世帯の構成員 

（申請者） 

第４条 補助金の交付を申請することができる者（以下「申請者」という。）は、

次に掲げるいずれかのものとする。 

（1） 補助対象者本人 

（2） 補助対象者の３親等以内の親族（町外に在住するものを含む。） 

２ 補助対象者の日常の世話をしている居宅介護支援事業者、又は居宅サービ

ス事業者は、前項の申請者に代わって申請をできるものとする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、当該年度の４月１日以降に料金の支払いが完了する

機器（新品かつ転売、譲渡を目的としないものに限る。）の購入及び設置に係

る経費とする。 

２ 補助対象となる機器は、公益社団法人全国防犯協会が推奨する「優良防犯

電話推奨品目録」に掲げる機器のうち、スマートフォン、携帯電話を除くも

のとする。 
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（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費（消費税及び地方消費税を含む。）の額に

２分の１を乗じて得た額（その額に１００円未満の端数が生じるときは、こ

れを切り捨てた額）以下とし、５，０００円を限度とする。  

２ 補助金の交付は、補助対象者が属する世帯につき１回限りとする。  

（交付申請及び実績報告） 

第７条 申請者は、機器の購入及び設置が完了した時は、当該年度の２月末日

までに、阿久比町特殊詐欺防止用電話機器等購入費補助金交付申請書兼実績

報告書兼請求書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出し

なければならない。 

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し又はこれに代わる書類  

(2) 補助対象の機器を購入したと明らかにわかる書類（保証書等の写し） 

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類  

（交付の決定等）  

第８条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の

うえ、交付の可否を決定し、阿久比町特殊詐欺防止用電話機器等購入費補助

金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するもの

とする。 

（検査） 

第９条 町長は申請者に対して、必要に応じて、補助金の交付に関して必要な

指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。 

（交付決定の取消及び補助金の返還）  

第１０条 町長は、補助金の交付を受けた者が、申請時において第３条の要件

を満たしていないこと又は偽りその他不正の手段により交付を受けたことを

知ったときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。  

（その他） 

第１１条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の改正前の様式を用いて書類を作成する場合当該書類への押印を

不要とする。 

  


